
1 

独立行政法人国民生活センター自己評価説明資料（令和３年度業務実績等報告書） 

令和４年７月 

独立行政法人国民生活センター 

一．Ａ評価とした項目 

（１） 

【項目別調書 No.６】頁数 45  

「３．相談事業 （２）国民への情報提供」 

主要な経年データ 
自己評価 評価：Ａ 

指標等 達成目標 基準値 令和３年度 

情報提供数 

(消費者トラブルメ

ール箱 FAQ件数) 

－ 52件 53件 
＜評定と根拠＞ 

① 報道機関を通じた情報提供

令和４年４月１日の改正民法施行が迫る中、施行後成年となる 18歳、19歳の若者が消費者ト

ラブルに巻き込まれることが懸念されることから「若者注意喚起シリーズ」をスタートさせ、

10回に分けて若者に多い消費者トラブルの注意喚起を集中的に実施した。また、公式 LINEにお

いても「トラブル診断」コーナーを設けて若者に消費者トラブルに関心を持ってもらうための

取組を実施した。

このほか、インターネット通販の利用が増える中、偽通販サイトトラブルやサポート詐欺の

トラブルも増えており、これらの公表では、実際の偽通販サイトの画面や、他機関と連携し実

際のサポート詐欺動画を掲載するなど、報道機関に取り挙げてもらえるための工夫を凝らした

公表を実施した。

また、新型コロナウイルス関連の消費者トラブル、ウクライナ関連の義援金詐欺などについ

て、迅速に公表を行った。 

令和３年度は、これら定例の記者説明会だけでなくウェブサイト上で機動的に公表するなど

し、41件の情報提供を行った。 

② ウェブサイト等による情報提供

令和３年度は、寄せられる情報のうち、多数案件や目新しい案件など重要性の高いものを中

心に、解決策やアドバイス、未然防止のための FAQを迅速に 53件掲載し、その結果、FAQへの

アクセス件数は約 70万件となり、基準値の約 5.2倍となった。

令和３年度は、上記により、国民向け情報提供について様々な取組を積極的に実施したこと

等を踏まえ、Ａと評価する。 

注意喚起公表件 

（相談情報部公表

分） 

－ 36件 41件 

取材対応件数（相談

情報部対応分） 
－ － 918件 

消費者ト

ラブルメ

ール箱 

受信 

件数 
－ 9,387件 11,682件 

ＦＡＱ

コーナ

ーへの

アクセ

ス件数

－ 132,054件 692,312件 
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＜課題と対応＞ 

令和４年度も引き続き、PIO-NET等で収集される情報を迅速に分析して取りまとめ、積極的に

公表する。  

また、広く消費者から寄せられる情報のうち、多数案件や目新しい案件など重要性の高いも

のを中心に積極的かつ迅速に分析した上で、解決策やアドバイスをウェブサイト等で情報提供

する。 
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（２） 

【項目別調書 No.11】頁数 65  

「４．商品テスト事業 （２）国民への情報提供」 

主要な経年データ 
自己評価 評価：Ａ 

指標等 達成目標 基準値 令和３年度 

公表件数（商品テス

ト部公表分） 
－ 28件 26件 

＜評定と根拠＞ 

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、職員の出勤日数が限られ、それに伴いテストに

関する作業時間が十分に確保できない中、PIO-NET等に蓄積されている危害・危険、品質等に関

する相談情報や医療機関ネットワーク等に登録された事故事例を調査・分析し、消費者に同種

被害が多数発生している事例、深刻な被害事例等に関する情報を迅速に分析して取りまとめ、

必要に応じて、消費者庁、相談情報部と連携して情報提供を行った。 

子どもの事故については、重篤な身体被害が発生する危険性の高い事故であり、更なる被害

発生の可能性も考えられたため、事故情報を把握してから公表まで迅速に対応するとともに、

必要に応じて専門医のコメントを掲載するなど、消費者に分かりやすく情報を伝えることに努

めた。特に、乳児の死亡事故という情報に対して「カットパンによる乳児の窒息事故が発生」

（令和３年 10月 19日）を公表したほか、「男児用水着のインナー生地を確認しましょう」

（令和３年７月 15日）や「マグネットパズルの破損に注意」（令和４年２月 17日）の公表に

ついては、Twitter投稿後大きな反響を得た。 

また、製品事故などについては、どの製品による事故なのかを明確にし、更なる消費者被害

の発生や拡大防止につなげるため、事業者名を含めた公表に積極的に取り組んだ。 

さらに、高い関心が寄せられた新型コロナウイルス感染に係る検査キットについては、正確

な情報提供を行った。 

こうした注意喚起の公表に当たっては、多種のメディアを通じて多くの消費者へ情報が届く

ようにすることが重要であるため、効果的な情報発信を積極的に行ったほか、各報道機関等か

ら寄せられた取材には迅速に対応し、必要な情報を分かりやすく伝えてもらえるよう丁寧に対

応した。 

このように、消費者被害の未然防止、拡大防止に寄与するよう、重大な、又は社会的関心が

高い事案について積極的に情報提供を行い、消費者に届けるよう努めた。 

その他、ウェブサイト、出版物等を通じて国民生活に関する諸問題に係る情報を適時適切に

提供するとともに、「くらしの危険」については、公表情報を積極的に活用し、事故防止に必

要な情報をより分かりやすく提供するなど、積極的な情報提供を図った。 

 

これらを踏まえ、年度計画を十分に達成しているため、Ａと評価する。 

 

事業者名を含めた公

表件数（商品テスト

部公表分） 

－ 7件 ４件 

取材対応件数 － 250件 101件 

ウェブサイト又はＦ

ＡＸ公表回数 
－ 28件 26件 

「くらしの危険」 

発行回数 
－ ６回 ６回 

「くらしの危険」 

アクセス件数 
－ 239,551件 250,766件 
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＜課題と対応＞ 

令和４年度も引き続き、報道機関等を通じた情報提供及びウェブサイト、出版物等による情

報提供を実施する。 
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（３） 

【項目別調書 No.12】頁数 69  

「４．商品テスト事業 （３）関係機関への情報提供、情報共有及び情報交換」 

主要な経年データ 
自己評価 評価：Ａ 

指標等 達成目標 基準値 令和３年度 

関係機関への 

情報提供件数 
－ 15件 15件 

＜評定と根拠＞ 

相談解決のための商品テスト結果のうち、重大事故等 13件及び法律に抵触するおそれがある

15件に関して、必要な事項を消費者庁へ情報提供し、いずれも基準年の実績を大きく上回っ

た。重大事故等 13件のうち１件は、情報提供後に重大事故等として公表された。 

また、重大事故等のおそれがあるもの７件、消費者事故等のおそれがあるもの 11件について

消費者庁へ情報提供を行い、いずれも基準年の実績を大きく上回った。「医師からの事故情報

受付窓口」については、日本医師会へ周知の協力を依頼する等の取組を行い、情報収集の更な

る強化に努めた。 

商品テスト結果等を基に、関係省庁、事業者団体等への情報提供を平成 28年度実績と同程度

行い、うち 12案件について対応が行われた（基準年は２件）。 

 

東日本大震災からの復興を支援するため、放射性物質に関する検査について、引き続き地方

公共団体における実施体制を支援した。 

商品テストに係る技術情報として、テスト実施機関が実施可能な対象商品や試験内容、保有

する施設・機器などの情報及び商品テスト情報等を収集し、ウェブサイトを通じて消費生活セ

ンター等に情報提供を行った。 

消費生活センター等のテスト技術職員等との情報交換を行うとともに、商品テスト情報をデ

ータベース等に登録するほか、相談対応等から得られた情報や知見についても消費生活センタ

ー等に情報提供を行った。 

法令に基づく迅速かつ厳正な行政処分等に資するため、商品テストを通じて得た知見や専門

性を活かし、行政機関との間で緊密な情報交換を行った。 

類似又は同種の商品テストを実施する関係機関等との間で、定期的な会議を行うなど緊密な

情報交換を行い、連携をより強化するとともに、商品テストの公表テーマが重複することのな

いよう調整を行った。 

 

これらを踏まえ、年度計画を十分に達成しているため、Ａと評価する。 

 

 

相談解決のためのテ

ストにおける重大事

故等テスト結果の情

報提供件数 

－ 10件 13件 

相談解決のためのテ

ストにおける法律に

抵触するおそれのあ

るテスト結果の情報

提供件数 

－ ７件 15件 

重大事故等のおそれ

があるものについて

の情報提供件数（消

費者安全法の通知関

連） 

－ ４件 ７件 

消費者事故等のおそ

れがあるものについ

ての情報提供件数

（消費者安全法の通

知関連） 

－ ０件 11件 

情報提供における関

係行政機関の 

対応件数 

－ ２件 12件 

放射性物質に関する

精密検査実施件数 
－ ７件 ０件 

放射性物質に関する － １回 １回 
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全国研修会 

実施回数 

＜課題と対応＞ 

令和４年度も引き続き、消費者庁等への情報提供や情報共有、消費生活センター等への情報

提供、行政機関等との情報交換、関係機関等との情報交換や連携及びテスト重複の排除を行

う。 放射性物質に関する

研修会への 

講師派遣回数 

－ １回 ０回 

消費生活センター等

のテスト技術職員等

との情報交換回数 

－ ２回 ３回 

「製品関連事故情

報」作成回数 

（製品関連） 

－ 12回 12回 

消費生活センター等

に情報提供したテス

ト実施機関数 

－ 261機関 249機関 

商品テスト情報のデ

ータベースへの登録

件数 

－ 232件 179件 

審議会や検討会等へ

の出席回数 
－ 20回 ８回 
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（４） 

【項目別調書 No.13】頁数 77  

「４．商品テスト事業 （４）関係行政機関等に対する改善要望」 

主要な経年データ 
自己評価 評価：Ａ 

指標等 達成目標 基準値 令和３年度 

関係行政機関等への

要望件数 
－ 11件 11件 

＜評定と根拠＞ 

商品テスト結果等を基に、関係行政機関等に対して制度等に関する改善要望を平成 28年度実

績と同程度行った。 

このうち、「電動キックボードでの公道走行に注意」（令和４年３月 17日）の公表の関連

で、警察庁、国土交通省、経済産業省に対し、関係法令等の周知継続を要望した結果、産業競

争力強化法に基づき認定を行った新事業活動計画において使用される電動キックボードに関す

る事業者宛てに注意喚起の事務連絡が発出されたことをはじめ、５件の公表案件における改善

要望において延べ９の省庁により対応がとられ、国民生活センターの情報が関係省庁における

数多くの政策に活用された。 

また、「カットパンによる乳児の窒息事故が発生」（令和３年 10月 19日）の公表の関連

で、当該事業者に当該品の大きさや形状、物性等の改善と適切な注意表示をするよう要望した

ことにより、当該事業者が当該品の物性、大きさ、注意表示の変更を実施したこと、「乳幼児

による水で膨らむボール状の樹脂製玩具の誤飲にご注意！（続報）」（令和４年３月 24日）の

公表の関連で、当該事業者に対し、事故が発生した商品の回収を検討するよう要望したことに

より、自主回収が行われたことをはじめ、７件の公表案件における改善要望において延べ 20の

事業者団体及び事業者により対応が取られ、国民生活センターの情報が事業者団体及び事業者

において商品の改善や基準の改正等につながった。 

 

これらを踏まえ、年度計画を十分に達成しているため、Ａと評価する。 

要望における 

関係行政機関等の 

対応件数 

－ ８件 ８件 

    

＜課題と対応＞ 

令和４年度も引き続き、商品テスト結果等を基に、関係行政機関等に対して制度等に関する

改善要望を積極的に行う。 
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（５） 

【項目別調書 No.14】頁数 83  

「５．教育研修事業 （１）実務能力向上のための研修」 

主要な経年データ 
自己評価 評価：Ａ 

指標等 達成目標 基準値 令和３年度 

受講者等アンケート結

果における満足度 

５段階評価中 

平均４以上 
4.8 4.8 

＜評定と根拠＞ 

「消費者行政職員研修」、「消費生活相談員研修」、「消費者教育推進のための研修」、

「消費生活サポーター研修」、「企業職員研修」等の研修を実施した。実施に当たっては、研

修の対象となる関係機関等に幅広く周知し、研修への参加を促し、受講者の確保に努めた。 

令和３年度においても新型コロナウイルス感染拡大の影響が続く中、相模原、徳島では、新

型コロナウイルス感染対策を実施した上で、令和２年度に控えていたグループでの事例検討・

参加体験型研修（令和２年度は主に個人単位で実施していた）を積極的に取り入れ、受講効果

を高める工夫をした。一方、新型コロナウイルス感染拡大の影響が当面継続することを想定

し、オンライン研修を強化・充実させ、受講者の研修受講機会の拡大につなげるなどした。 

しかし、新型コロナウイルス感染拡大の影響は想定よりも大きく、一部の研修を中止するこ

ととなったが、一部はオンライン研修に変更して実施するなどし、受講者の研修受講の機会を

確保し、相談員の質の向上を図り、消費者被害の未然防止、拡大防止に寄与した。 

また、前年度に中止を余儀なくされた「全国消費者フォーラム」及び「消費者教育学生セミ

ナー」についてはオンライン方式で実施した。いずれも集合研修と同様に双方向性を重視し、

開催方法を工夫したことで参加者からは好評を得た。特に「全国消費者フォーラム」は、２年

連続で中止だったため、久しぶりの開催を喜ぶ声や、オンライン開催のため遠方からでも気軽

に参加できること等を評価する声が複数寄せられた。 

遠隔研修については、新型コロナウイルス感染拡大の影響により在宅勤務となった際に受講

してもらえるよう、令和３年度の新作コンテンツとは別に、令和２年度のコンテンツを一定期

間配信した。 

さらに、アンケートで得た情報を研修内容の充実に活用することができ、＜指標＞である

「受講者等アンケート結果における満足度 ５段階評価中平均４以上」について、実績は平均４

以上を大きく上回った（いずれも 4.8）。 

令和４年度においては、新型コロナウイルス感染拡大の影響が当面継続することを想定し、

オンライン研修を更に拡充させることとし、実施に向けた準備を行った。 

 

以上のように、コロナ禍においても確実に研修を実施するため、昨年度の試行に続き、オン

ライン研修を本格実施したことなどを踏まえ、Ａと評価する。 

 

 

受講者所属先自治体ア

ンケート結果における

満足度 

５段階評価中 

平均４以上 
4.9 4.8 

消費者行政職員研修、

消費生活相談員研修 

実施回数 

－ 83回 88回 

 

うち相模原事務所

研修施設及び徳島

県内で実施する研

修実施回数 

－ 60回 

57回 

（うち、リアルタ

イム配信：15回 

オンデマンド配

信：9回） 

うち地方都市にお

ける研修実施回

数：専門講座地域

コース 

－ 10回 11回 

（うち地方都市に

おける研修実施回

数：相談関連業務

支援コース） 

－ 13回 17回 

消費者行政職員研修、

消費生活相談員研修 

人員数 

－ 4,924人 5,049人 

 

うち相模原事務所

研修施設及び徳島

県内で実施する 

研修人員数 

－ 3,673人 

3,995人 

（うち、リアルタ

イム配信 804人、

オンデマンド配信

2,015人） 
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相談員資格の有資格者

向け「専門知識アップ

デート講座」実施回数 

－ １回 １回 

 

 

＜課題と対応＞ 

引き続き、アンケート調査により研修対象者のニーズを把握するととともに、集合研修に関

しては、事例検討型・参加体験型研修など受講効果の高く得られる研修を実施する。 

また、関係機関等に幅広く周知し、研修への参加を促し、より一層、受講者を確保する。 

なお、新型コロナウイルス感染拡大の影響が当面継続することを想定し、次年度は相模原事

務所研修施設を基幹的な研修の拠点として活用しつつ、オンライン研修を更に拡充させるなど

し、消費生活相談員等の研修受講の機会を拡充する。その際、集合研修だけでなく、リアルタ

イム配信やオンデマンド配信による研修への変更がスムーズに実施できるよう体制整備を行

う。 

相談員資格の有資格者

向け「専門知識アップ

デート講座」人員数 

－ 66人 106人 

事業者を対象とした研

修実施回数 
－ ７回 ３回 

事業者を対象とした研

修人員数 
－ 229人 97人 

遠隔研修の 

登録箇所数 
－ 844箇所 1,034回 

遠隔研修の 

コンテンツ本数 
－ 10本 27本 

消費生活相談員向け研

修への国家公務員の受

入数 

－ 35人 46人 
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（６） 

【項目別調書 No.19】頁数 107  

「６．裁判外紛争解決手続（ＡＤＲ）事業 （１）ＡＤＲの適切な実施及び利用しやすいＡＤＲへの改善」 

主要な経年データ 
自己評価 評価：Ａ 

指標等 達成目標 基準値 令和３年度 

申請日から手続終了

までの日数 

平均 95日以

内 
86.4日 93.3日 

＜評定と根拠＞ 

当事者が新型コロナウイルスに罹患した等の理由により、手続を延期等せざるをえない事案

が複数発生したものの、申請日から手続終了までの日数について、達成目標をクリアした。 

また、当委員会への申請事案は、消費生活センターにおいてあっせん不調となった事案が大

半を占めている中、令和２年度に引き続き、達成目標数値の 60％以上を大きく上回る 70.6％と

いう高い和解率を維持した。 

新型コロナウイルスの影響を受け、センター東京事務所以外（都内、地方都市等）での期日

開催が困難となり、実績はないものの、試行的にウェブ会議にて開催することで、感染対策を

講じるとともに、遠隔地の当事者についても、負担を軽減した上で円滑な聴取を実現した。ま

た、開催時間についても、当事者のニーズに最大限配慮し、柔軟化を推進した。 

 

これらを踏まえ、年度計画を十分に達成しているため、Ａと評価する。 

 

和解率 60％以上 60.6％ 70.6% 

事前問合せ対応 

件数 
－ 969件 1,321件 

申請件数 － 167件 136件 

国民生活センター 

東京事務所以外 

(都内、地方）での

期日開催回数 

－ 22回 0回 

勤務時間外の期日開

催回数 
－ ９回 24回 

    

＜課題と対応＞ 

引き続き、ADRを適切に実施し、解決水準を確保しつつ、申請日から手続終了までの日数を平

均 95日以内とし、和解率が 60％以上となるよう努める。 

また、消費者がセンターの ADRを利用しやすいよう、センター東京事務所以外（都内、地方

都市等）での開催や勤労者等が出席しやすい夕刻からの開催といった開催場所や開催時間の柔

軟化についても推進する。 
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二．基準値を下回るがＢ評価とした項目 

【項目別調書 No.31】頁数 139 

「５．保有資産の有効活用」 

主要な経年データ 
自己評価 評価：Ｂ 

指標等 達成目標 基準値 令和３年度 

宿泊室稼働率 

（計画値） 
－ 40％ 48％ 

＜評定と根拠＞ 

昨年度に引き続き、新型コロナウイルス感染拡大の影響を大きく受けた。神奈川県を対象と

した「緊急事態宣言」の発令中は、施設の利用を中止する措置を講じた（一部の外部利用、研

修については、感染防止対策を実施のうえ、施設を利用した）。また、「まん延防止等重点措

置」実施中、特に 1月以降は研修、外部利用ともに予約のキャンセルが相次いだ。 

  このため、年間を通じての宿泊室及び研修室の稼働率の確保に影響を及ぼした。 

 

研修については、ソーシャルディスタンスを確保するため、受講定員を引き下げた状態を維

持せざるを得なかった。 

また、５月から 12月にかけては、相模原市のワクチン接種会場として、一番収容人数の多い

講堂を貸し出し、接種に来られた方が利用するエリアと受講者が利用するエリアを明確に分離

し、研修の実施とワクチン接種の両立に努めたこともあり、更に受講者受け入れのキャパシテ

ィが減少した。 

さらに、集合研修を一部中止、オンライン研修に切り替えたことなどにより、40回 2,000人

の受講を予定していた研修の実施は 35回にとどまり、受講者数も 1,134人と伸び悩んだ（１回

の研修を中止し、４回をオンライン研修に切り替えた）。 

また、集団接種会場として当施設を貸し出したことで、多数の市民が迅速にワクチンを接種

することができたことに対し、令和４年１月５日、相模原市長から当センターに感謝状が贈呈

されている。 

 

外部利用については、「緊急事態宣言」や「まん延防止等重点措置」の期間中は予約された

分も相次いでキャンセルがなされたこと、「密」を避けるため各研修室の利用者数を大幅に絞

ったこと、ワクチン接種会場との併用になるため利用に様々な制限があったことなどにより、

前年度に引き続き需要が伸びなかった。 

 

この結果、宿泊室の稼働率実績については、9.7％（目標達成度 20.2％）、研修室の稼働率実

績については、18.4％（目標達成度 30.2％）となった。（数字は法定点検や工事等利用不可日

を除いて算出） 

なお、ソーシャルディスタンスが十分確保可能な講堂の稼働率については、年平均で 67.4%と

宿泊室稼働率 

（実績値） 
－ 39.5％ 9.7% 

達成度 － 98.8％ 20.2% 

研修室稼働率 

（計画値） 
－ 57％ 61％ 

研修室稼働率 

（実績値） 
－ 55.8％ 18.4% 

達成度 － 97.9％ 30.2% 
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なった。 

 

上記のように、新型コロナウイルス感染拡大の影響を大きく受けた形だが、感染防止対策を

徹底し、空調更新などの修繕工事の実施、利用した部屋の消毒の徹底などを通じて、感染者を

出さない対策を徹底した。 

これらの取組により、利用者アンケートにおける満足度は、研修施設 96.8％、宿泊施設

94.6％と、極めて高い数値を確保できた。 

 

新型コロナウイルス感染拡大に伴う影響が甚大であったなか、利用者の安全安心を最大限優

先するため、ソーシャルディスタンスが十分確保可能な講堂を活用しつつ研修の受講定員を制

限しながら研修を実施するなど、その時々にでき得る限りの措置を行った結果、宿泊室及び研

修室の稼働率を前年度より回復させた点も考慮し、また、講堂をワクチン接種会場として貸し

出したことで施設の有効活用が図れたことから、これらの結果を総合的に踏まえ、Ｂと評価す

る。 

 

＜課題と対応＞ 

新型コロナウイルス感染拡大の影響は当面続くことが予想されるなか、外部利用を促進する

ために、利用者ニーズを細かく分析した周知活動を積極的に行っていく必要がある。 

また、相模原市へのワクチン接種会場としての貸出など、コロナ禍故の新しい利用方法も模

索していくことにより、稼働率を高めてくこともできると考える。 

更なる利用促進のため、リピート利用の働きかけを強化するとともに、利便性を高める工夫に

努める。今後も稼働率の向上のために、研修テーマの工夫や受講者ニーズを十分に把握した研修

を実施するとともに、「国が指定する研修（指定講座）」については、引き続きすべての研修を

対象とするなど、地方公共団体が研修に参加しやすくなるような様々工夫を行う。 

 

 


